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（開示事項の経過）米国訴訟における一部原告との和解、特別損失の計上 

および通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

当社の子会社である Kuraray America, Inc.（本社：米国テキサス州）は、米国テキサス州に

おいて提起された民事訴訟について、2019 年 10 月 24 日および 2020 年 1 月 6 日に公表いたし

ました一部原告との和解に次いで、以下のとおり、2020 年 12 月 23 日までに他の一部原告との

間で和解に基本合意いたしました。 

また、当社は、2020年 12月期第 4四半期連結会計期間において、特別損失を計上いたしまし

た。これに伴い、2020 年 11 月 11 日に公表いたしました 2020 年 12 月期（2020 年 1 月 1 日～

2020 年 12 月 31 日）の通期業績予想を修正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

 2018年 5月 19日に Kuraray America, Inc.のエバール工場において発生した火災事故に

関連し、身体的または精神的傷害を受けたことを理由として、160 名超の外部委託業者の作

業員等から、損害賠償等を求める民事訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）が、テキサス

州ハリス郡巡回裁判所に提起されておりました。 

 本件訴訟に関して、2019 年 10 月 24 日および 2020 年 1 月 6 日に公表いたしましたとお

り一部原告と和解に至りましたが、このたび、他の一部の原告との協議を行った結果、本件

訴訟の早期解決を図るべく、当該原告との間で和解に関する基本合意に至りました。 

 

２．和解金 

 約 170億円（158.8百万米ドル） 

 

３．業績への影響 

 2020年 1月 6日に公表いたしました「（開示事項の経過）米国訴訟における一部原告との

和解に関するお知らせ」において、訴訟関連損失として合計 480億円を特別損失に計上して

いる旨をお知らせしましたが、その後の本件訴訟および和解交渉の進展に伴い、改めて合理

的な損失の見積りを行い、2020年 12月期第 4四半期連結会計期間において、上記 2.の和解

金を含めて、新たに 169億円を特別損失として計上いたしました。 

 

 

 

 

 

 



 

４．2020年 12月期通期連結業績予想の修正について 

 特別損失の計上に伴い、2020年 12月期の通期連結業績予想を次のとおり修正いたします。

なお、期末配当予想の変更はありません。 

  

 2020年 12月期通期連結業績予想の修正（2020年 1月 1日～2020年 12月 31日） 

 

売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主

に帰属する

当期純利益 

１株当たり

当期純利益 

 

前回発表予想（Ａ） 

(2020 年 11 月 11 日発表 ) 

百万円 

520,000 

百万円 

40,000 

百万円 

35,000 

百万円 

15,000 

円 銭 

43.61 

今回修正予想（Ｂ） 520,000 40,000 35,000 0 0 

増減額（Ｂ－Ａ） －  － － △15,000  

増減率（％） －  － － △100  

下期の平均為替は米ドル 106円、ユーロ 120円、国産ナフサ価格 31千円／ＫＬを前提としています。 

 

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断する一定の

前提に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能

性があります。 

以 上 


